
警報が出たときの登校について 
平成２１年４月１日 
北山村教育委員会 

                                      北山村立北山小学校 
北山村立北山中学校 

１． 和歌山県、和歌山県南部、新宮・東牟婁のいずれかに「暴風警報」が発令されたとき 
（１） 児童生徒の登校前に発令されたときは、自宅待機。 

① ９時３０分の時点で暴風警報が出ていたら、臨時休校。その後暴風警報が解除されても登校させな

い。 
② ９時３０分までに暴風警報が解除されたら、登校させる。（給食あり） 
○ 小学校、中学校ともスクールバスで登校      ○ 下校もスクールバス 

下尾井バス車庫   ９：４０           小・中学校   １６：０５ 
下尾井住宅     ９：４３           竹原バス停    １６：１０ 
大沼住宅      ９：５０           奥瀞橋（花知側）１６：１５ 
大沼農協      ９：５３           大沼農協    １６：３２ 
小・中学校    １０：００          大沼住宅     １６：３５ 
竹原バス停    １０：０５          下尾井住宅    １６：４２ 
奥瀞橋（花知側） １０：１０            下尾井バス車庫  １６：４５ 
小・中学校（下車）１０：２０           

         
（２） 児童生徒の登校後に暴風警報が発令されたときは、学校と教育委員会と連絡をとり、教職員等が手

分けをし、児童生徒を安全に送り届けるようにします。その後、解除されても登校はさせないもの

とする。 
２． その他の警報（暴風雪警報、大雨警報、洪水警報）が発令されたとき 

 
児童・生徒の登校前に発令されたとき 
○ 小学校、中学校ともスクールバスで登校      ○ 下校もスクールバス 

下尾井バス車庫   ７：２５           小・中学校   １６：０５ 
下尾井住宅     ７：２８           竹原バス停    １６：１０ 
大沼住宅      ７：３５           奥瀞橋（花知） １６：１５ 
大沼農協      ７：３８           大沼農協    １６：３２ 
小・中学校     ７：４５           大沼住宅    １６：３５ 
竹原バス停       ７：５０           下尾井住宅   １６：４２ 
奥瀞橋（花知側）  ７：５５            下尾井バス車庫 １６：４５ 
小・中学校（下車） ８：０５          

＊状況により配車時間に多少ズレが生じることがあります。 
 

※各地区によって状況が異なることが予想されます。上記の警報が発令されていなくても、風雨が激しいと

きや、崖崩れのおそれ、道路の積雪や凍結等の危険性のあるときは、保護者のご判断で自宅待機の判断や

村営バスの利用等の措置をお願いします。なお、その際は学校への連絡をお願いします。 


